
組合行政機構 （令和５年7月20日現在）

地方自治法第１６８条第1項に規定する会計管理者

事務部局の内訳

組合職員

 事務局長

 庶務課

 業務課（事務職2人、労務職14人）

 会計年度任用職員

　主任２人 委託職員

粗大・圧縮梱包機運転業務

機械操作員　５人

業者委託

圧縮梱包

合　　　計

副管理者（江南市長） 副管理者（大口町長）

業務課庶務課 23人

1人

4人

16人

2人

　主査２人　主査２人

　(うち大口町派遣1人) 　(うち扶桑町派遣1人)

機械操作主任

機械操作員

特別職

会計管理者

機械操作員

班長５人

管理者（扶桑町長）

会計管理者（扶桑町会計管理者）

事務部局

事務局長（江南市派遣）

会計年度任用職員２人

12人

35人

焼却炉運転業務

焼却施設施設長
（現場長兼務役職）

所　長

班長

現場長

機械操作員　９人

業務委託班　２班

（整備員）

補　機

１人

機械操作員

粗大・圧縮梱包
施設施設長

（機械操作主任）

破砕・監視


